
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２那第２５号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２４年４月２７日 １７時４０分ごろ 

発生場所 鹿児島県徳之島
とくのしま

町徳之島北東方沖  

 徳之島町所在の金見
かなみ

埼灯台から真方位０４４°６.８海里付近 

 （概位 北緯２７°５８.５′ 東経１２９°０３.５′） 

事故等調査の経過  平成２４年５月３１日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（那覇事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 クイーンコーラルプラス、５,９１０トン 

 １４０８５６、マリックスライン株式会社（船舶管理人） 

 乗組員等に関する情報 機関長、一級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷機Ｂ列カム軸端部のオイルシール損傷 

 事故等の経過  本船は、船長及び機関長ほか２２人が乗り組み、沖縄県那覇港と鹿

児島県鹿児島市鹿児島港間の５港を巡る定期船として運航しており、

平成２４年４月２７日０７時００分那覇港を出港した。 

機関長は、鹿児島県与論
よろん

町与論港出港後の機関室の見回り時、右舷

機Ｂ列カム軸端部のオイルシール部から少量の潤滑油の漏出を認め、

様子を見ながら徳之島町亀徳
かめとく

港まで運転した。 

本船は、乗客１８４人を乗せ、車両１８台を積載し、鹿児島県奄美
あまみ

市名瀬
な ぜ

港に向けて亀徳港を出港後、約１９ノットの対地速力で徳之島

北東方沖を北進中、１７時４０分ごろ、機関長は、前記の右舷機オイ

ルシール部から多量の潤滑油が漏出したので、通常運転は不可能と判

断し、右舷機を停止した。 

 本船は、左舷機のみで航行して名瀬港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船は、平成２０年７月に進水し、平成２３年１０月に第一種中間

検査を受検しており、年間の主機稼働時間は、約４,４００時間であ

った。 

 主機は、Ｖ型機関であり、シリンダが左右交互にＶ字型に配置さ

れ、左舷側がＡ列、右舷側がＢ列となっていた。 

 本船は、名瀬港に入港後、本船機関部の６人が主機の潤滑油漏出箇

所を開放して点検したところ、右舷機Ｂ列カム軸端部の軸受ブッシュ

のメタル上部に約１００㎜の剝離損傷があり、その剝離片がオイルシ



 

ールに噛み込んでいた。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、徳之島北東方沖を北進中、右舷機Ｂ列カム軸端部の軸受ブ

ッシュのメタル上部に剝離損傷を生じ、剝離片がオイルシールに噛み

込んで潤滑油が漏出したことから、右舷機の運転ができなくなり、運

航が阻害されたものと考えられる。 

軸受ブッシュが剝離した原因を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、徳之島北東方沖を北進中、右舷機Ｂ列

カム軸端部の軸受ブッシュのメタル上部に剝離損傷を生じ、剝離片が

オイルシールに噛み込んで潤滑油が漏出したため、右舷機の運転がで

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に両舷機カム軸端部の点検を行うこと。 

 




